
５歳～ 64 歳（昭和 34 年（1959 年）1 月 1 日～平成 31 年（2019 年）1 月 1 日生まれ）の
方で接種を希望する場合は、接種予約の前に、「ながの電子申請サービス」で接種券発行申
請が必要です。次のステップで接種の予約を行ってください。

右のＱＲコードを読み込むか、「ながの電子申請サービス」ホームページ
（https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offerList_intDisplay）から「申請団体
選択」→「坂城町」を選択→「新型コロナワクチン 令和５年秋開始接種 接種
券発行申請（５歳～ 64 歳）」を選択してください。
※利用者登録を行わなくても申請できます。

接種券発行申請した方に、町から接種に必要な書類を郵送します。

お手元に届いた書類を確認し、右のＱＲコードを読み込むか、「坂城町新型コロナワクチン
集団予防接種予約サイト」（https://reams-reservesys2.info/hy20521user/Login/redirect）から接
種の予約をしてください。

ワクチン接種の意向調査で、町の集団接種を希望した方には、日時を指定した案内通知、
または予約方法の案内通知を送付します。

◎問い合わせ先　保健センター　☎82－3111（内線 511）　直通 75－6230

■対象世帯
　令和５年６月１日時点で町に住民登録があり、広報さかき７月号に掲載の「電力・ガス・食料品等価格高騰重点
　支援給付金」の支給対象にならない、次に該当する世帯
　１.令和５年度住民税所得割非課税世帯
　　世帯全員の令和５年度住民税所得割が非課税の世帯
　　ただし、住民税所得割を課税されている方の扶養親族等である場合、その世帯は対象外となります。
　２.家計急変世帯
　　予期せず令和５年１月から12月までの収入が減少し、世帯全員が住民税所得割非課税相当であると認められる世帯
■支給額
　１世帯あたり２万円
■手続きおよび支給方法
　（１）令和５年度住民税所得割非課税世帯
　　①　町から令和４年度に実施した「長野県生活困窮世帯緊急支援金」を受けた方
　　　・  支援金を受給するための手続きは不要です。８月上旬に町から「支給申込書」をお送りします。
　　    ・  受給口座を変更する場合は、手続きが必要になります。
　　②　上記①以外の方
　　　・  支援金を受給するための手続きが必要です。８月中旬に町から「確認書」をお送りします。
　　    ・  「確認書」に必要事項を記入し、必要書類とあわせて期限内に福祉健康課へ提出してください。
　（２）家計急変世帯
　　申請が必要です。「申請書」は福祉健康課窓口に設置してありますので、必要書類とあわせて期限内に福祉健康
　　課へ申請してください。内容確認後に順次振込みます。
■提出・申請期限
　１.令和５年度住民税所得割非課税世帯　「確認書」：12月15日（金）
　２.家計急変世帯　　　　　　　　　　　「申請書」：令和６年１月31日（水）

■対象者
　令和５年度住民税所得割非課税の方、または、令和５年１月から12月までの家計が急変し、住民税所得割非課
　税である方と同様の事情があると認められる方で、以下のいずれかの要件に該当する方
　１.令和５年４月分の児童手当、特別児童扶養手当を受給した方
　２.令和５年５月から令和６年３月までのいずれかの月の分の児童手当もしくは特別児童扶養手当の受給資格
　　 の認定または額の改定認定を受けた方
　３.令和５年３月31日時点で、平成17年４月２日から平成20年４月１日までの間に出生した児童を養育する方
■支給額
　対象児童１人あたり３万円
■手続きおよび支給方法
　（１）令和５年４月分の児童手当、特別児童扶養手当を受給した方
　　 ・  給付金を受給するための手続きは不要です。受給口座を変更する場合は、手続きが必要になります。
　（２）上記（１）以外の方
　　 ・  給付金を受給するための手続きが必要です。
　　・  「申請書」に必要事項を記入し、必要書類とあわせて期限内に福祉健康課へ申請してください。
■申請期限
　「申請書」：令和６年２月29日（木）

◎申請・問い合わせ先　福祉健康課福祉係　☎82－3111（内線 132・136）　直通 75－6205
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